
利
府
町
ス
ポ
ー
ツ
活
動
派
遣
事
業
費

補
助
金
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

　
町
民
の
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
と
発
展
を
図
る
と

と
も
に
、
競
技
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
活
動

実
施
団
体
お
よ
び
個
人
が
行
う
ス
ポ
ー
ツ
活
動

派
遣
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
補
助
金

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

●
交
付
対
象
者

　
①
個
人　
町
内
在
住
者

　
②
団
体　
町
内
を
拠
点
に
活
動
し
、
町
内
在

住
者
５
人
以
上
で
構
成
さ
れ
る
団
体

●
対
象
事
業

　
①
国
際
規
模
の
大
会

　
②
県
の
区
域
を
超
え
る
規
模
の
国
内
大
会

　
  （

そ
の
大
会
の
予
選
会
を
経
た
者
の
み
が　
　

　
　
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
）

　
③
そ
の
他
町
長
が
認
め
る
大
会

●
対
象
経
費

　
旅
費
、
宿
泊
費
そ
の
他
大
会
参
加
に
要
す
る
経
費

※
大
会
開
催
前
ま
で
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
　
施
設
運
営
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
0

児
童
ク
ラ
ブ
4
月
1
日
入
所

二
次
申
込
に
つ
い
て

　
令
和
7
年
度
利
府
町
児
童
ク
ラ
ブ
一
斉
申
込

期
間
中
に
申
込
み
が
で
き
な
か
っ
た
方
に
対
し
、

二
次
申
込
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
申
込
み
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】2
月
3
日
㈪
～
7
日
㈮

問　
子
ど
も
支
援
課
　
子
ど
も
企
画
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
3

統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
令
和
7
年
2
月
1
日
時
点
で「
2
0
2
5
年

農
林
業
セ
ン
サ
ス
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
農
林
業
・
農
山
村

利
府
町
道
路
整
備
計
画（
案
）に

対
す
る
ご
意
見
を
募
集
し
ま
す

　
町
内
の
道
路
整
備
・
改
良
に
関
す
る
指
針
と
な

る「
利
府
町
道
路
整
備
計
画
」を
策
定
す
る
に
あ
た

り
、
広
く
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
反
映
さ
せ

る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

【
受
付
締
切
】

　
1
月
17
日
㈮
ま
で（
必
着
）

　
詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
都
市
整
備
課
　
ま
ち
づ
く
り
戦
略
係

　
　
☎
7
6
7-

2
3
4
2

介
護
認
定
で
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

　
要
介
護
認
定
を
受
け
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
に『
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
』を
発
行

し
て
い
ま
す
。
税
の
申
告
時
に『
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
』を
添
付
す
る
こ
と
で
、
所
得

税
や
住
民
税
の
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

の
で
、
対
象
と
な
る
方
は
確
定
申
告
前
に
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
場
合
は
、
認
定
書
を
即
日
発
行
し

ま
す
。

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も
障
害
者
控
除

の
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
不
明
な
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
町
で
実
施
す
る
申
告
会
場
で
の
手
続
き
を

行
う
場
合
、
認
定
書
は
不
要
で
す
。

●
申
請
先　
地
域
福
祉
課
介
護
福
祉
係（
③
窓
口
）

●
申
請
者　
要
介
護
認
定
者
本
人
ま
た
は
そ
の
家
族

●
必
要
な
も
の　
介
護
保
険
被
保
険
者
証

問
　
地
域
福
祉
課
　
介
護
福
祉
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
1
9
8

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

の
基
本
構
造
の
実
態
と
そ
の
動
向
を
把
握
す
る

最
も
基
本
的
な
統
計
調
査
で
あ
り
、
今
後
の
農

林
業
の
政
策
に
役
立
て
る
た
め
に
5
年
ご
と
に

実
施
さ
れ
る
極
め
て
大
切
な
調
査
で
す
。

　
1
月
中
旬
か
ら
農
林
業
を
営
ん
で
い
る
皆
さ

ま
の
お
宅
や
会
社
等
に
、
宮
城
県
知
事
か
ら
任

命
さ
れ
た
調
査
員
が
調
査
票
記
入
の
お
願
い
に

伺
い
ま
す
の
で
、
調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た

だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　
秘
書
政
策
課
　
政
策
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
5

 

令
和
７・
８
年
度 

一般
競
争
お
よ
び
指
名
競
争

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す

●
受
付
方
法　
1
月
31
日
㈮
午
後
4
時
ま
で

　
L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム
に
よ
る
電
子
申
請

※
24
時
間
受
付
可
能
で
す
。

※
郵
送
に
よ
る
申
請
は
行
い
ま
せ
ん
。

●
受
付
団
体

　
塩
釜
地
区　
利
府
町
、塩
竈
市
、多
賀
城
市
、　　

　
　
　
　
　
　
　
　
松
島
町
、七
ヶ
浜
町

　
黒
川
地
区　
富
谷
市
、大
和
町
、大
郷
町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
大
衡
村

　
一
部
事
務
組
合　
塩
釜
地
区
消
防
事
務
組
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
東
部
衛
生
処
理
組
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
黒
川
地
域
行
政
事
務
組
合

※
広
域
的
な
連
携
の
も
と
で
効
率
的
な
事
務
処

理
を
行
う
た
め
、
塩
釜
地
区
、
黒
川
地
区
、

一
部
事
務
組
合
に
お
い
て
申
請
様
式
や
受
付

期
間
な
ど
を
統
一
し
て
い
ま
す
。

●
申
請
方
法

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
募
集
要
項

を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

・
申
請
様
式
等
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
単
独
受
付（
利
府
町
の
み
の

　
申
請
）は
実
施
し
ま
せ
ん
。

問　
財
務
課
　
管
財
契
約
係☎7

6
7-

2
1
1
6
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●日曜開庁日
 1月12日（日） 午前9時〜午後1時
 【取り扱い窓口】
 転入・転出等の手続き、住民票等の諸証明発行、 
 子育て（手当）関係、 国保加入脱退手続き、 
 マイナンバーカードの交付（要予約）、 
 納税相談、 水道開閉栓手続き等

●夜間納税相談窓口
 1月31日（金）  午後8時まで
●今月の納期限

 1月31日（金）
　  ・町県民税第4期  ・国民健康保険税第8期
　  ・後期高齢者医療保険料第7期
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

 1月16日（木）　午後7時30分まで
 ※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。
 　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

普
通
救
命
講
習
会
を
開
催
し
ま
す

●
と
　
き　
1
月
22
日
㈬

　
　
　
　
　
午
後
1
時
30
分

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

●
対
象
者

　
町
内
に
居
住
ま
た
は
勤
務
さ
れ
て
い
る
16
歳

以
上
の
方（
定
員
30
人
）

●
内
　
容

　
3
時
間
コ
ー
ス
で
、
受
講
者
に
は
修
了
証
を

交
付
し
ま
す
。

●
申
込
期
限　
1
月
15
日
㈬

●
受
講
料　
無
料

※
講
習
会
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
実
施
日
に

5
人
以
上
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
実
施

し
ま
す
が
、
実
施
予
定
の
人
数
に
満
た
な
い

場
合
は
、
中
止
の
ご
連
絡
を
し
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課
　
危
機
管
理
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

国
保
だ
よ
り

　
一
人
あ
た
り
の
医
療
費
が
、
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
。
医
療
費
の
増
加
は
国
民
健
康
保
険
税

の
増
加
に
も
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
上
手
に
病

院
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

●
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う

　
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
こ
と
で
、
過
去
の
病

気
の
履
歴
が
分
か
る
の
で
、
気
軽
に
相
談
し
や

す
く
な
り
、
病
気
の
早
期
発
見
に
つ
な
が
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
安
心
し
て
家
族
の
健
康
を
任

せ
ら
れ
る
か
か
り
つ
け
医
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
ま
し
ょ
う

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
、
取
得
す
る
こ
と
で
医
療
費
を
受
診
１
回
あ

た
り
20
円
節
約
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
己
負
担

も
低
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
限
度
額
適
用
認
定

証
等
が
な
く
て
も
限
度
額
を
超
え
る
支
払
が
免

除
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
取
得
し
ま
し
ょ
う
。

問　
町
民
課
　
国
保
年
金
係

　
　
☎
7
6
7-

2
3
4
0

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
確
定
申
告
で

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ま
へ
、
医
療

機
関
等
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
作
成
し
た「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」を
年
4
回
送
付
し
て
い
ま

す
。
こ
の
通
知
は
、
医
療
費
控
除
の
申
告
手
続

き
の
際
、
医
療
費
の
明
細
書
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
11
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診
療
分
に

つ
い
て
は
、
3
月
上
旬
に
送
付
見
込
み
で
あ

り
、
確
定
申
告
開
始
時
期
に
間
に
合
わ
な
い
た

め
、「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」が
届
く
前
に
確
定

申
告
を
さ
れ
る
方
は
、
領
収
書
に
よ
り「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」を
ご
自
身
で
別
途
作
成
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
医
療
機
関
等
か
ら
発
行
さ
れ
た
領
収
書
は
破

棄
せ
ず
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課
　
国
保
年
金
係

　
　
☎
7
6
7-

2
3
4
0

冬
道
の
安
全
運
転

　
冬
道
の
走
行
時
は
、
積
雪
や
凍
結
等
に
よ
る

滑
走
事
故
が
発
生
し
や
す
い
た
め
、
安
全
な
速

度
、
車
間
距
離
の
保
持
、
早
め
の
出
発
を
実

践
・
習
慣
化
し
ま
し
ょ
う
。

【
運
転
の
ポ
イ
ン
ト
】

①「
冬
道
の
安
全
運
転
1
・
2
・
3
運
動
」を
実

践
し
ま
し
ょ
う
。

　
　

1
割
の
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン

　
2
倍
の
車
間
距
離
　

3
分
早
め
の
出
発

②「
滑
走
事
故
防
止
3
原
則
」を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
な
い

　
急
ハ
ン
ド
ル
を
切
ら
な
い
　
急
加
速
し
な
い

③
他
の
車
両
の
動
き
に
注
意
す
る
な
ど
、
防
衛

運
転
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

④
橋
梁
上
、
ト
ン
ネ
ル
出
口
、
カ
ー
ブ
、
交
差

点
、
日
陰
部
分
な
ど
で
は
、
手
前
で
十
分
減

速
す
る
ほ
か
、
路
面
状
況
を
的
確
に
把
握
し

て
安
全
な
速
度
で
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

⑤
事
故
防
止
の
た
め
、
自
転
車
や
二
輪
車
の
利

用
を
自
粛
し
ま
し
ょ
う
。

⑥
歩
行
者
や
自
転
車
の
近
く
で
は
安
全
な
間
隔

を
あ
け
、
減
速
、
徐
行
、
一
時
停
止
な
ど
の

運
転
を
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

問　
危
機
対
策
課
　
生
活
安
全
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

令
和
6
年
度 

十
符
の
里
－
A
L
L 

R
I
F
U

 

産
業
祭 

延
期
日
程
の
お
知
ら
せ

　

開
催
を
延
期
し
て
い
ま
し
た「
十
符
の
里
－

A
L
L 

R
I
F
U 

産
業
祭
」に
つ
い
て
、
日
程
が

決
ま
り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
と
　
き　
3
月
2
日
㈰
午
前
10
時
～

●
と
こ
ろ　
役
場

　
内
容
等
詳
し
く
は
、
2
月
に
全
戸
配
布
す
る

チ
ラ
シ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問　
十
符
の
里
－
A
L
L 

R
I
F
U 

産
業
祭 

事
務
局

商
工
観
光
課
　
商
工
観
光
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
2
0

広告枠

株式会社 水間工務店

電話で聞ける「防災情報テレホンサービス」 ☎356-8951 
放送から12時間以内であれば、内容を確認することができます。（通話料自己負担）9 Public Relations No.594




